
 

日光市では、ごみの減量化と資源の有効利用を進めるため、資源物の集団回収に協力し 

ている団体に対して「資源物回収報奨金」を交付しています。 

 報報報奨奨奨金金金ががが受受受けけけららられれれるるる団団団体体体にににつつついいいててて      

・地域の住民で構成され、かつ、家庭から出る資源となる物を自主的に回収する営利を目的としな 

い団体です。【例】ＰＴＡ、スポーツ少年団、子供会、老人会、婦人会、自治会など 

 資資資源源源回回回収収収対対対象象象品品品目目目及及及びびび報報報奨奨奨金金金額額額にににつつついいいててて      

分 類 対 象 品 目 報奨金額 

紙 類 

新聞紙（広告を含む）、雑誌、ダンボール、 

紙パック（アルミ貼付は除く。） 

※対象紙パックには次のマークが印刷されています。      対 象 品 目 

１キログラム 

あ た り ６円 
びん類 一升びん、ビールびん、ジュース等のびん 

缶 類 
アルミ缶 

※対象品には次のマークが印刷されています。 

 資資資源源源回回回収収収及及及びびび報報報奨奨奨金金金交交交付付付ののの流流流れれれ ※詳細は次ページの「取り扱いについて」をご覧ください。 

１．実施団体の登録 集団回収を行う前に、資源物回収団体届出書を提出していただきま

す。 

申請書類 ・資源物回収団体届出書（以下「届出書」） 
添付書類 ・指定振込口座通帳（表紙と口座情報の記載のある  

ページ）の写し 
・（団体代表者と口座名義人が異なる場合）公金の口座
振込委任状 

↓ 

２．回収の準備 集団回収前に回収業者（日光市資源リサイクル協同組合加盟業者） 

と相談し、団体員に周知します。 
↓ 

３．回収と引渡し 集めた資源物を回収業者に引き渡し、実績報告書（団体控、市役所

控）を受領します。 
↓ 

４．回収実績の報告 資源物回収実績報告書（市役所控）に実施団体名、代表者住所・肩

書き・氏名を記載し押印のうえ、市に提出します。 
↓ 

５．報奨金の交付 報奨金は届出書に記載された口座に四半期ごとに取りまとめ振込み

ます。 
 

   問問問いいい合合合わわわせせせ先先先      

日光市役所 資源循環推進課 資源循環推進係  

〒321-1292 日光市今市本町１番地  電話０２８８－２１－５１３８ 
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 資資資源源源回回回収収収ののの取取取りりり扱扱扱いいいにににつつついいいててて      

団体の登録 ・団体届出書は、１年ごとに更新が必要ですので、毎年度ご提出願います。 

・団体届出書は、お手数でも、直接、環境課へお持ちください。 

・口座名義人は、団体名（代表者名）と同一名義人（団体名口座）とし、個人名

義の口座は原則不可です。 

 ※届出書に指定振込口座通帳（表紙と口座情報の記載のあるページ）の写しを

添付してください。 

 ※団体代表者と口座名義人が異なる場合は、公金の口座振込委任状を添付して

ください。 

・代表者や振込口座に変更があった場合は、再度届出書を提出してください。 

回収の準備 ・資源物回収は、各団体の取り決めにより実施してください。 

・回収した資源物は、日光市資源リサイクル協同組合〔代表 有限会社 佐藤 

商店 電話２２-３７４１〕加盟業者に回収を依頼してください。 

・回収品目、出し方、引き取り日時などは、回収前に回収業者と十分に確認して

ください。  

 ※ごみステーションを使用した活動や資源ごみ収集日の活動はできるだけ避け 

てください。 

回収の実施 ・地域清掃で回収したものや事業所から出た資源物は、家庭から出たもの 

ではないので報奨金の対象にはなりません。 

・資源物引き取り後、回収業者より回収品目・重量を記載した「資源物回収 

実績報告書（団体控・市役所控）」を受領してください。 

実績報告 ・「資源物回収実績報告書（市役所控）」（以下「報告書」）に実施団体名、代

表者住所・肩書き・氏名を記入・押印し、回収実施月の翌月１０日までに環境

課担当窓口に提出してください（計量証明等の提出は不要です）。 

ただし、第４四半期回収分は、３月３１日までに提出してください。 

※ 報告書の提出がない場合、報奨金の支払ができません。 

※ 報告書の提出が遅れた場合でも、翌四半期にお支払することが可能ですが、

最終報告書提出期限の３月３１日までに提出が間に合わなかったものはお支

払ができませんのでご注意ください。 

報奨金の交付 ・報奨金は、４半期ごとに取りまとめ、届出された指定口座に振り込みます。 

・報奨金の交付額等は、交付前に団体あて通知いたします。 

※１期（４月～６月実施分）⇒７月下旬支払 、２期（７月～９月実施分）⇒１０月下旬支払、 

３期（１０月～１２月実施分）⇒１月下旬支払 、４期（１月～３月実施分）⇒４月下旬支払 

団体届出書及び

報告書提出先 【提出先】日光市役所 資源循環推進課 資源循環推進係 

〒321-1292 日光市今市本町１番地   電話２１－５１３８ 

 


